
憲法に関する主な論点（論点表） 

 

第十章 最高法規 

○ 主な論点とその関係条文 

関係する 

条文 

改憲の必要性等 

論点 
Ａ 明文改憲が必要 

Ｂ 明文改憲までは必要ないが、

立法措置（立法による補充）が

必要 

Ｃ いずれも必要ない 

９７条 基本的人権の由来特質 

・内容が11条後段と重複するので、

削除すべき。 
 ・現行のままでよい（本条は

憲法の実質的な最高法規性

を規定した重要な条文であ

る）。 

９８条 
国内法秩序における条

約の位置付け 

Ａ１ 国内法秩序における条約の

位置付けを憲法上明確にすべ

き。 

 ・現行のままでよい（既に憲

法上、憲法が条約に優位す

ることは明らかである）。 
Ａ２ 条約に対応する国内措置を

講ずる義務を明記すべき。 

  

９９条 憲法尊重擁護義務 

・国民の憲法尊重擁護義務（ある

いは憲法尊重義務）を憲法に明

記すべき。 

 ・現行のままでよい。 

 
 

第十一章 補則 

 

条文 条文の内容 

１００条 施行期日と施行前の準備行為 

１０１条 参議院成立前の国会 

１０２条 参議院議員の任期の経過的特例 

１０３条 公務員の地位に関する経過規定 

 
 


